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第１回～第３回 北川流域委員会設立準備会（平成19年3月～7月）第１回～第３回 北川流域委員会設立準備会（平成19年3月～7月）

河川整備計画（原案）河川整備計画（原案）

河川整備計画（案）河川整備計画（案）

北川河川整備基本方針の策定

（平成20年6月）

北川河川整備基本方針の策定

（平成20年6月）

第１回～第８回 北川流域委員会(平成19年7月～平成20年9月)第１回～第８回 北川流域委員会(平成19年7月～平成20年9月)

河川整備計画河川整備計画

第９回 北川流域委員会
平成21年12月15日

第９回 北川流域委員会
平成21年12月15日

住民からの意見聴取
平成21年12月24日～平成22年1月31日

住民からの意見聴取
平成21年12月24日～平成22年1月31日

１１ 整備計画策定の流れ整備計画策定の流れ

地方公共団体の長からの意見地方公共団体の長からの意見

44

河川整備計画（原案）公表（平成21年12月24日）

集会形式

北川水系河川整備計画（原案）
住民意見交換会を開催し、河川
管理者が河川整備計画策定に
向けた説明
・平成22年1月13日（水）

パレア若狭
・平成22年1月14日（木）

小浜市働く婦人の家
・平成22年1月15日（金）

小浜市働く婦人の家

意見募集形式

閲覧

小浜市役所、
若狭町役場、福
井河川国道事務
所等で閲覧

公開

福井河川国道
事務所ホーム
ページで公開

設置

概要版パンフ
レットを設置

郵送、メール、ＦＡＸにより意見募集
（平成21年12月24～平成22年1月31日）直接意見を聴く

２２ 整備計画（原案）に対する住民意見聴取整備計画（原案）に対する住民意見聴取
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（１）整備計画（原案）の公表

②閲覧（平成21年12月24日～）

近畿地方整備局、小浜市役所、若狭町役場の６カ所
で、北川水系河川整備計画（原案）が閲覧

③公開（平成21年12月24日～）

福井河川国道事務所のホームページで、北川水系河
川整備計画（原案）を公開

①記者発表（平成21年12月24日～）

北川水系河川整備計画（原案）を公表

66

④設置（平成21年12月28日～）

整備計画（原案）の概要版（パンフレット）を作成し、近
畿地方整備局、小浜市役所、若狭町役場の他、大学、
高校、中学校、公民館などの公共施設に設置

小浜市役所 小浜市働く婦人の家
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（２）住民意見交換会の周知

①記者発表（平成21年12月24日）

北川水系河川整備計画（原案）の公表とあわせて、住
民意見交換会の開催を記者発表

②ケーブルテレビ

平成22年1月8日(金)から12日(火)の「チャンネルＯ」で、
北川水系河川整備計画（原案）住民意見交換会の開催
案内を文字放送にて終日繰り返し放送

88

③ホームページ（平成21年12月24日～）

北川水系河川整備計画（原案）の公開とあわせて、住
民意見交換会の開催案内を掲載
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④新聞折り込み広告（平成21年12月28日）
平成21年12月28日の福井新聞朝刊に、北川水系河川
整備計画（原案）住民意見交換会の開催案内チラシを
折り込み

1010

⑤ポスター

近畿地方整備局、小浜市、若狭町の他、ＪＲ小浜駅や
上中駅等の公共施設に合計12枚を掲示した。

公共施設公共施設
JRJR上中駅上中駅 等等

JRJR小浜駅小浜駅

若狭町役場若狭町役場 上中庁舎上中庁舎

若狭町役場若狭町役場 三方庁舎三方庁舎
若狭町若狭町

小浜市役所小浜市役所小浜市小浜市

河川部河川部 河川計画課河川計画課

福井河川国道事務所福井河川国道事務所

北川出張所北川出張所

福井河川国道事務所福井河川国道事務所

国土交通省国土交通省

近畿地方整備局近畿地方整備局
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（３）住民意見交換会の開催

5656名名パレア若狭パレア若狭
平成平成2222年年11月月1313日（水）日（水）

1919時～時～2121時時

2626名名小浜市働く婦人の家小浜市働く婦人の家
平成平成2222年年11月月1155日（日（金金））

1919時～時～2121時時

2828名名小浜市働く婦人の家小浜市働く婦人の家
平成平成2222年年11月月1144日（日（木木））

1919時～時～2121時時

参加者数参加者数場所場所開催日時開催日時

平成22年1月13日（水）
パレア若狭

平成22年1月14日（木）
小浜市働く婦人の家

平成22年1月15日（金）
小浜市働く婦人の家

住民意見交換会は、平成22年1月13日～15日に３回開催

1212

（４）意見募集の受付
郵送（パンフレット添付ハガキ）、福井河川国道事務所
のホームページ（メール）、ＦＡＸにより受付
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北川水系河川整備計画（原案）について、意見交換会で46、ハガキやＦＡＸ等
で24の意見や質問をいただきました。

（５）いただいた意見や質問

3399

1177
2222

意見数意見数

242477はがき・ＦＡＸ等はがき・ＦＡＸ等

合計合計

意見交換会意見交換会

77003311

44662244
合計合計質問数質問数

「江古川の浸水に関する質問や早期改
修の望むもの」、「堤防の整備に関する
質問や公表について望むもの」など

治水に関するもの
50%

利水に関するもの
4%

環境に関するもの
10%

維持管理に関するもの
13%

その他
23%

「北川水系水利用情報交換会に関する質問
や開催案内の報道を大きく望むもの」など

「魚道に関する質問」、「魚道等による上下流
および本川と支川の連続性の確保を望むも
の」、「コウノトリの餌場となる浅瀬の整備を望
むもの」、「河原の再生を望むもの」など

「堆積土砂の撤去を望むもの」
「公園整備を望むもの」、「水辺
に近づける階段を望むもの」、
「花壇整備を望むもの」など

「管理用ゲートの開放を望むも
の」、「森林保全を望むもの」、
「出前講座を望むもの」など

1414

３３ 河川整備計画（原案）への河川整備計画（原案）への
意見反映について意見反映について
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（１）治水に関する意見

【流域委員会からの意見】
• 他の整備計画では、「戦後最大洪水」や「確率年」などで、わかりやすい目
標が表現されているが、今回の整備計画には、そのような記述がない。

• 河床の上昇によって干陸化が進行し河川環境が悪化している。透水性の
高い材料が堆積することにより伏流しやすくなり、上流から土砂を含んだ水
が流れてきた場合、水分のみ伏流して土砂が更に堆積することで堆積が進
行していったとも考えられる。掘削でもしないと水面は出てこない。

• 渇水時の対応について、中流域において度々、瀬切れが起こっており、農
業用水の確保ができなかったり、そこに生息する動植物が非常に大きな被
害を受けているが、整備計画には瀬切れの原因追求と瀬切れに対する対
応の記述をしていただきたい。

【住民からの意見】
• 近年は特に集中的な降雨があるということで、もう少し堤防をあげてもらわ
ないといけないのではないか。

• 北川上流の滋賀県区域に砂利の採石場があり、下流に堆積等の影響がでていると
感じる。また、鉄砲水とか流量が増える認識を持っている。採石場から影響が予測
できれば対策をされるということですが、予防的な課題としての検討はないのですか。

• 私が住んでいる下野木に野木川が流れ、堤防とほぼ同じような洪水が近年発生し
ている。理由としては、北川の水位が高いために、野木川が流れが悪くなっていると
思うので、北川へスムーズに流れるような方策がとれないのか。

1616

河川整備計画（原案）本文 P3-3

3.3 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標
3.3.1 治水対策の基本的な考え方
平成20 年6 月に定めた北川水系河川整備基本方針における基本高水流量（超過確
率1/100年）は、 ・・・・・・（中略）・・・・・ 危機管理体制の強化等が必要である。
以上を踏まえ、洪水による災害の発生の防止及び軽減に関する目標は、北川の上下
流部の人口・資産等の状況を考慮し、北川水系の治水対策として計画対象期間内に達
成すべき整備水準、河川整備基本方針で定めた最終目標に向けた段階的な整備など
を含めて総合的に勘案し、以下のとおりとする。
遠敷川合流点から下流部においては、河道の流下能力を向上させる対策に加え、浸
透・侵食に対する堤防強化により堤防の信頼性を向上させ、洪水に対する安全度向上
を図る。
遠敷川合流点から上流部では霞堤を活かした治水機能が維持されるよう努める一方、
浸透・侵食に対する堤防強化により堤防の信頼性を向上させ、洪水に対する安全度向
上を図る。
上記施策の実施によって、遠敷川合流点から下流部では計画高水位以下で概ね
1,400m3/sの流下能力の確保が可能となる。
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河川整備計画（（案）作成に向けて）本文 P3-3

3.3 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標
3.3.1 治水対策の基本的な考え方
平成20 年6 月に定めた北川水系河川整備基本方針における基本高水流量（超過確
率1/100年）は、 ・・・・・・（中略）・・・・・ 危機管理体制の強化等が必要である。
以上を踏まえ、洪水による災害の発生の防止及び軽減に関する目標は、北川の上下
流部の人口・資産等の状況を考慮し、北川水系の治水対策として計画対象期間内に達
成すべき整備水準、河川整備基本方針で定めた最終目標に向けた段階的な整備、本
支川の整合などを総合的に勘案し、以下のとおりとする。
遠敷川合流点から下流部においては、治水・利水・環境のバランス、特に貴重な動植
物の生息・生育環境の保全を行い、利水への影響を考慮した掘削や水位低下方策によ
り河道の流下能力を向上させる対策に加え、浸透・侵食に対する堤防強化により堤防
の信頼性を向上させ、洪水に対する安全度向上を図る。
遠敷川合流点から上流部では霞堤を活かした治水機能を維持し、現況の流下能力が
確保されるよう河床の維持掘削、河道内の樹木伐採などに努める一方、浸透・侵食に
対する堤防強化により堤防の信頼性を向上させ、洪水に対する安全度向上を図る。
上記施策の実施によって、遠敷川合流点から下流部では、現況流下能力1,000m3/s
程度から将来目標である1,800m3/sに向けた途中段階として戦後最大となる昭和28年9
月洪水を考慮し、河道で1,400m3/s程度の流下能力を確保する。

1818

河川整備計画（原案）本文 P4-10

4.2.2 河川区域の管理
河道の流下能力を維持するため、流下能力への影響、河川管理施設への影響、自然
環境、地域状況等を考慮して、堆積土砂の掘削、樹木の伐開を必要に応じて実施する。
(1) 樹木の伐採と管理
河道内の樹木については、樹木の成長や繁茂の状況などについて、調査を実施する。
なお、洪水時に流水の阻害となる樹木群については関係者と協議しながら適正な対策
を検討し、河川環境の保全に配慮しつつ伐採を実施し、河道内の流下能力を維持する。
また、発生する草木等の処理方法については、他の河川事例も参考にしながら、新た
な技術導入を検討し、コスト縮減を図るよう努めていく。
(2) 河道の管理
河道の変動状況及び傾向を把握し、堆積土砂等が河川管理上の支障となる場合は
維持掘削など適切な河道管理を行う。
また、上流から海岸までの総合的な土砂管理の観点から、河床材料や河床高等の経
年的変化だけでなく、土砂の生産源、生産量、州を形成している土砂の粒径の把握等
により、土砂の挙動に関する調査・研究について、関係機関との連携を図り努めていく。
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河川整備計画（（案）作成に向けて）本文 P4-10

4.2.2 河川区域の管理
河道の流下能力を維持するため、流下能力への影響、河川管理施設への影響、自然
環境、地域状況等を考慮して、堆積土砂の掘削、樹木の伐開を必要に応じて実施する。
(1) 樹木の伐採と管理
河道内の樹木については、樹木の成長や繁茂の状況などについて、調査を実施する。
なお、洪水時に流水の阻害となる樹木群については関係者と協議しながら適正な対策
を検討し、河川環境の保全・回復に配慮しつつ伐採を実施し、河道内の流下能力を維
持する。
また、発生する草木等の処理方法については、他の河川事例も参考にしながら、新た
な技術導入を検討し、コスト縮減を図るよう努めていく。
(2) 河道の管理
河道の変動状況及び傾向を把握し、堆積土砂等が河川管理上の支障となる場合や
現状の保全・回復のため必要な場合は維持掘削など適切な河道管理を行う。
また、上流から海岸までの総合的な土砂管理の観点から、河床材料や河床高等の経
年的変化だけでなく、土砂の生産源、生産量、州を形成している土砂の粒径の把握等
により、土砂の挙動に関する調査・研究について、関係機関との連携を図り努めていく。

2020

河川整備計画（原案）本文 P3-8

3.5.4 水環境（水質）
(1) 水質の保全
水質については、河川利用や水利用の状況、動植物が生息・生育・繁殖する自然豊
かな環境であることを考慮し、下水道整備等の関連事業や関係機関との連携・調整、
地域住民との連携を図りながら、現状の良好な水質の保全に努めていく。

河川整備計画（（案）作成に向けて）本文 P3-8

3.5.4 水環境（水質）
(1) 水質の保全
北川の自然豊かで動植物の生息・生育・繁殖環境の保全を図り、河川利用や水利用
を促進するため、地域住民との連携を図りながら良好な水質の保全を図ると供に、取
水・排水の状況を把握し関係機関との連絡・調整を行い、必要な水質の保全に努める。

（２）水質に関する意見
【流域委員会からの意見】
• 水質保全において、今後小浜市の水道用水利用があるので、河川に求め
られる水質についても記載できないか。
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（３）地域住民との連携に関する意見

【流域委員会からの意見】
• 洪水時に流木が海まで流れている。この対応について整備計画に付け加えてほし
い。

• 流木の問題も含め、川だけではなく山も含めた流域として考える必要性や最近の水
害の現状とわかってきたことを踏まえた対策等、今後議論をした方がいいのではな
いのか。

• 北川整備計画で定められた整備メニューについては、策定で終わるのではなく、今
後取り組まれる内容、実施過程、結果等について地域住民へ積極的な情報発信、
啓発をしていただきたい。

• 治水や環境までも含め、実際の事業に考え方が反映できるような国、県の管轄区域
をまたがった場が必要かと思います。その意味では、「北川水利用情報交換会」で
はなく、もっと強力な仕組みを立ち上げることが必要ではないかと思います。

• 「地域住民との連携」については、どちらかというと環境に特化して記載されていると
思う。いろんな利害があって難しいこととは思うが国、県、地域住民との情報交換だ
けでなく、河川整備や管理について議論できる場が必要。

• 地域住民との連携については、県管理も含めた流域全体及び、河川の影響の大き
い沿海部で議論できるようなシステムにしてほしい。

【住民からの意見】
• 堤防の整備で、堤防の安全性が懸念される箇所はホームページで公表していると
いうことですが、高齢化社会で、パソコンを使えない、ホームページを開けないという
ことが圧倒的に多いと思うので、若干不親切に感じる。

2222

河川整備計画（原案）本文 P4-15
4.3 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項
4.3.4 地域住民との連携
(1) 住民と連携した維持管理の実施
自治体や地域住民による河川清掃活動等を支援し、河川管理者と住民等との協働に
よる維持管理を進める。
(2) 地域住民や住民団体の情報連携体制づくり
河川愛護モニターや地域住民からの情報収集を行い、地域住民や住民団体の声を生
かしていく環境を整備する。
(3) 河川と流域社会の関わり
河川清掃や川に親しむ行事など、河川環境に関する啓発活動については、地域や関
係機関と連携を深める。
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河川整備計画（（案）作成に向けて）本文 P4-15
4.3 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項
4.3.4 地域住民、関係機関との連携
(1) 住民と連携した河川整備の実施
河川整備の実施にあたっては、地域住民に河川に関する情報提供を、積極的にわか
りやすく行うことで問題意識を共有し、意見交換を行うなど連携しながら進めていく。
(2) 住民と連携した維持管理の実施

・・・・・・（略）・・・・・
(3) 地域住民や住民団体の情報連携体制づくり

・・・・・・（略）・・・・・
(4) 河川と流域社会の関わり

・・・・・・（略）・・・・・
（5） 関係機関との連携
流域の環境変化や気候変動による洪水流出の変化、渇水時の瀬切れや濁水の長期
化問題など、北川水系における課題を解決するためには、流域一体となった総合的な
対策が必要なことから、流域に関係する機関や事業者とも連携し、総合的な河川整備
を目指す。


